
水道料金等の改定について（答申）（案）

令和元年１０月に策定された「岩内町水道事業経営戦略」では、最短で令和

４年度中に資金残高不足に陥るため早期の料金改定が必要であるとされ、令和

２年から料金改定に向けての議論が始められる予定でありましたが、同時期か

ら急拡大した新型コロナウイルス感染症の影響により先送りとされておりまし

た。

しかしながなら、料金改定の先送りは、資金残高の減少と経営健全化の遅れ

を招き、結果的に、改定率の更なる上昇を招くこととなるため、新型コロナウ

イルス感染症が地域経済や事業経営に大きな影響を及ぼしている状況でありま

したが、岩内町上下水道料金等審議会では、料金改定の議論を進めて参りまし

た。

令和３年１月からこれまで計７回にわたり審議会を開催し、水道事業の現在

の財政状況と今後の見通し、水道料金等の改定などについて慎重に審議を重ね

るとともに、審議会で出された意見を取りまとめた「水道料金等の改定につい

て（素案）」に対する住民からの意見等についても検討を行って参りました。

その結果、適正かつ公平な水道使用者の負担バランス等を考慮し、住民はも

ちろん、経済活動に与える影響等も含めて十分に考慮した上で、次のとおり意

見を取りまとめましたので答申いたします。

１．水道料金等改定の必要性について

令和４年度から令和１３年度までの財政収支計画などを基に、水道事業の

経営状況を判断すると、水道料金等の改定が必要であると考える。

料金改定にあたっては、住民負担の急激な増加を勘案し、段階的な実施が

望ましく、料金算定期間については、令和４年度から令和８年度までの５年

間とすることが適当である。

２．料金体系について

（１）メーター使用料

水道メーターに係る料金を明確に区分することや、支払方法の選択肢 （分

割・一括）を維持するため、現行どおり、水道料金とは別にメーター使用料

を設定することが適当である。



（２）用途別料金体系

用途別の料金体系は比較的シンプルで使用者にも十分浸透しているため、

用途別料金体系を継続するとともに、各用途での負担割合は、従来と同じ負

担割合とすることが適当である。

（３）逓減型の超過料金

水道創設当初に商工業振興のため、業務用・団体用・工業用で導入された

逓減型の超過料金は、現在の地域経済の状況や町内事業者の経営状況を考慮

すると、継続することが適当である。

（４）「基本水量」及び「基本料金と超過料金の構成比」

当面は、安定的な事業資金の確保と、負担の公平性を最優先し、急激な変

更によって新たに発生する使用者間の格差を避けるため、基本水量を１０㎥

とし、基本料金（メーター使用料を含む）と超過料金の構成比も現行どおり

配分することが適当である。

３．料金改定率について

令和４年度から令和１３年度までの財政収支計画において、健全な経営を

行うためには、平均３０％を超える値上げが必要と考えるが、使用者の負担

等を考慮すると、別表のとおりの値上げが適当であり、平均で２４．９％の

値上げとなる。

４．料金改定の時期について

水道事業の経営状況を鑑みると、一刻も早い料金改定が必要であるが、住

民への周知期間等も考慮すると、令和４年４月からの実施が望ましい。

【付帯意見】

（１）料金改定の住民周知

水道料金等の改定にあたっては、料金改定の必要性や内容について十分に

周知説明するとともに、積極的に情報提供を行い、住民の理解が正しく得ら

れるよう努められたい。



（２）財政収支計画と今後の水道事業経営

財政収支計画では、料金改定を行ってもなお、資金不足額が発生する見込

みであることから、更なる事務事業の効率化・合理化に努めるとともに、収

入に関しては、水道料金、メーター使用料の改定のみならず、あらゆる項目

において、収入増につながる方策を検討されたい。

また、料金算定期間の５年間の満了を目途に、財政収支計画の検証を実施

されたい。

（３）水道料金体系

急激な変更による影響をできるだけ排斥するため、「各用途間の負担割

合」、「逓減型の超過料金」、「基本水量」、「基本料金と超過料金の構成比」

などで従来の料金体系を継続していくこととしたが、次回の水道料金等の見

直し時には、令和１３年度までの財政収支計画や事業全体の状況と照らしな

がら再考し、どのような料金体系が最も望ましいか検討されたい。

特に「基本水量」については、道内の事業体では８㎥が最も多く採用され

ている状況や、基本水量を廃止する事業体もあることも踏まえ、節水インセ

ンティブなども考慮した中で検討されたい。


